
東京栄養サミット2021の開催

○ 本サミットは、2013年（ロンドン）、2016年（リオデジャネイロ）に続く３回目のサミットとして、2021年12月７日（火）、８日（水）、日本政府（外務省、
厚生労働省、農林水産省など）の主催により東京都内で開催。

○ 各国政府、国際機関、民間企業、市民社会、学術界を始めとする幅広い関係者から参加（約60か国の首脳級及び閣僚級等のほか、国際機関の長、民間企業、
市民社会、学術界の代表等、計90名以上が発言）※。 ※ 国内関係者は対面中心、海外関係者は全面オンライン参加。

○ 先進国・途上国を問わず、成長や発育を妨げる低栄養と、非感染性疾患（生活習慣病等）を引き起こす過栄養の「栄養不良の二重負荷」が問題となっていること
や、新型コロナウイルス感染症による世界的な栄養状況の悪化を踏まえ、栄養改善に向けて国際社会が今後取り組むべき方向性について議論を実施。

○ 厚生労働省は、「日本の栄養政策」等、計５つのイベントを開催し、100年以上続く日本の栄養政策の経験や知見を世界に発信。

東京栄養サミット2021 開催概要

○ 本サミットで発表・議論された内容を取りまとめ、成果文書として、東京栄養宣言（グローバルな成長の
ための栄養に関する東京コンパクト）を発出。

○ 各関係者からのコミットメント（誓約）がまとめられており、日本政府もコミットメントを表明。
【日本政府コミットメント（抜粋）】
国内政策：我が国の栄養関連施策の強化を推進し、その利点を対外的に発信。
持続可能な社会の基盤となる「誰一人取り残さない日本の栄養政策」を推進。
健康的で持続可能な食環境づくり等の政策パッケージを展開。2023年から進捗・成果を毎年公表。
国際支援：二国間及び多国間の枠組みを通じた支援により、世界の栄養改善に貢献。
国内外の栄養改善の取組強化に向け、分野横断的な連携体制を構築。

成果文書（東京栄養宣言）

御出席の皆様、東京栄養サミット2021へようこそ。世界各国から皆様をお迎えし、このサミットを開催できることをうれしく思います。（略）
栄養の力で人々を健康に、幸せにする。これは、日本栄養士会会長の中村丁次氏の言葉です。日本は、この思いを世界に広げます。
日本はまた、国内において、イノベーションやデジタル化の推進、科学技術も活用しながら、栄養と環境に配慮した食生活、バランスの取れた食、健康経営等の推進を
通じ、国民の栄養状況を更に改善していく決意です。
各国政府のみならず、国際機関、民間企業、市民社会、学術界など、全ての関係者の力を結集する必要があります。本日の東京栄養サミットを通じて、全ての関係者
が資金と政策の双方に関する野心的なコミットメントを発表することを強く期待いたします。我々が栄養問題に向き合うとき、誰一人取り残してはなりません。
日本は、栄養問題に全力で取り組み、人類の未来に貢献していきます。（略）
今こそ、この東京から、世界中の皆さんの英知と決意を結集し、栄養改善に向け、大きく踏み出しましょう。

12月８日（水）
佐藤厚生労働副大臣による後藤厚生労働大臣の冒頭挨拶文代読

12月7日（火）岸田総理による開催挨拶（抜粋）

（参考）厚生労働省ウェブサイト：https://www.mhlw.go.jp/nutrition_policy/tokyosummit2021/
外務省ウェブサイト：https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ghp/page25_002043.html 1



○ 活力ある「人生100年時代」の実現に向けて、健康寿命の更なる延伸が課題となっている中、健康無関心層も含め自然に健康になれる食環境
づくりの推進が急務。

○ こうした中、「成長戦略フォローアップ」等において、上記の食環境づくりを推進するため産学官等の連携体制を構築していく方針が明記。
○ この食環境づくりを推進するに当たっては、今後、次期国民健康づくり運動に向けた議論が本格化していくことも見据え、国民の健康の保持
増進につなげていく視点が必要な一方で、適切な栄養・食生活やそのための食事を支える食環境の持続可能性を高めていく視点も重要。

○ 以上を踏まえ、自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた産学官等連携の在り方を検討するため、関係省庁※1との連携の
下、厚生労働省健康局長の主催により、検討会※2を開催(2021年２月～６月計４回、座長：武見ゆかり 女子栄養大学大学院研究科
長)。同年６月30日に報告書を公表。

有識者検討会の設置背景等
健康的で持続可能な食環境づくりの推進

【食環境づくりの方向性】
○ 全世代や生涯の長きにわたり関係し得る重要な栄養課題として、「食塩の過剰摂取」に優先的に取り組みつつ、「若年女性のやせ」や「経済
格差に伴う栄養格差」にも取り組む。併せて、「栄養・食生活」と「環境」の相互作用性を踏まえ、事業者が行う環境保全に資する取組にも
焦点。

○ 健康関心度等の程度にかかわらず、誰もが自然に健康になれるよう、事業者による栄養面・環境面に配慮した食品(商品)※の開発、販促、
広報活動等を、産学官等が連携して推進。

【主な取組の内容】
○ 厚生労働省は、関係省庁の協力を得て、産学官等連携の下、健康的で持続可能な食環境づくりを本格始動するための組織体を立ち上げ
る（2021年度内予定）。以後、「環境・社会・企業統治(ESG)」評価の向上に資する視点を加味した、専用ウェブサイト（注）を用意。

○ 参画事業者は、栄養面・環境面に関する具体的な行動目標・評価指標を設定し、本組織体に登録の上、毎年、進捗を評価。これらの
内容は、本組織体での確認を経て、上記専用ウェブサイトに公表。事業者インセンティブとして、事業者のESG評価の向上、事業機会の
拡大等が期待。
産学官等連携によるこうした取組により、食環境づくりが効果的に進み、国民の健康寿命の延伸を通じて、活力ある持続可能な社会が
構築されていくことが期待。

検討会報告書のポイント

※1 農林水産省・経済産業省・環境省・消費者庁
※2 自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会

（注）専用ウェブサイトを開設し、事業者を対象に、組織体への参画案内を開始(2022年１月)。

ないしょく なかしょく

※ 当面は、内食(家庭内調理)及び中食(持ち帰り弁当・惣菜等)を対象。
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